
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

給水整備工　管側 給水整備工　管側
　　給水整備工A-1-a 1 箇所 　　給水整備工A-1-a 1 箇所
　　給水整備工C-1-aCo 5 箇所 　　給水整備工C-1-aCo 4 箇所
　　給水整備工C-2-b 1 箇所 　　給水整備工C-2-b 1 箇所
　　給水整備工C-1-c 16 箇所 　　給水整備工C-1-c 14 箇所
　　給水整備工C-2-c 3 箇所 　　給水整備工C-2-c 3 箇所
　　給水整備工A-1-c - 箇所 　　給水整備工A-1-c 1 箇所

- 箇所 1 箇所
　 　　給水整備工C-1-b - 箇所 　　給水整備工C-1-b 1 箇所

計 26 箇所 計 26 箇所

給水整備工　推進側 給水整備工　推進側
　　給水整備工F-1-aCo 2 箇所 　　給水整備工F-1-aCo 3 箇所
　　給水整備工F-1-c - 箇所 　　給水整備工F-1-c 2 箇所

計 2 箇所 計 5 箇所

5　変更理由

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 柏座三丁目地内（市道1012号線、外1路線）給水整備工事

２　工事場所： 上尾市柏座三丁目地内

３　工　　  種： 管

４　変更契約内容

円

工 事 概 要

1.配水管布設位置が変更になったため、給水整備工管側3箇所を推進側3箇所に変更する。
(No.24,25,26)
2.本工事発注後、施工箇所に住宅が建築されたため、給水整備工管側を1箇所追加する。
(No.30)
3.管理図と現場に差異があったため、給水整備工管側を2箇所追加する。(No.29,31)
4．配水管布設工事の工期延期に伴い、本工事も工期を延長する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

工 期 令和2年10月29日 令和2年10月29日

令和3年3月19日 令和3年6月11日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

6,600,000 円 7,444,800

　　給水整備工C-1-a（一部材料支給） 　　給水整備工C-1-a（一部材料支給）
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